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　育英資金の返済で、卒業後に就職してか
ら、かなりの負担を強いられ苦労している
貸与者の現状をニュースで見たことがあり
ます。
　これから少子高齢化で生産年齢者は減少
し、全ての職種で人材不足が予想されま
す。
　看護師、介護福祉士、保育士等の修学資
金貸付同様、他の職種でも卒業後に同市で
働くという確約がとれれば、免除すべきと
考えます。
　当市における人材への投資と考えたいで
す。
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　市内の介護事業所の人材確保に向け、介
護福祉士等修学貸付制度を新たに加えるこ
とは良い施策と思います。
　ただ高校生になってからではなく、小学
校高学年、中学生の段階で、介護福祉士だ
けでなく、いろいろな職業を知る機会があ
ればいいと思います。
　例えば、幼稚園の先生、消防士さん、警
察のかた、電車の運転士さん、宅配の運転
士さん、看護師さんなどの出前授業。ま
た、体験学習的なもの。その中で介護関係
の職業も認知されていけば、将来その職種
に進む子供さんたちも増えていくのではと
考えます。
　高校生になってからでなく、将来奨学金
を使用しての進学を目標にする生徒さんが
出るような事前の種まきが大事かと思いま
す。
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　令和2年度の日本学生機構と日本学生機構
以外のいずれか、また両方の奨学金を受給
した大学生の割合は49.6％。令和3年の南相
馬市の大学、短期大学の進学者数は高等学
校卒業生の39.2％の158人が進学していると
のこと。
　しかし、募集枠が令和3年については24名
あるのに、利用したのは7名と半分にも達し
ていない。
　中学卒業時に、保護者と生徒に制度の説
明をする機会があれば、高校生活の目標に
もなり、利用する生徒が増える可能性もあ
ると思います。
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【資料１】南相馬市みらい育成修学資金条例の一部改正（素案）に係るパブリックコメント
　　　　　手続きの実施について

　現在、担当課でパブリックコメントに寄
せられた意見と同様に、回答を作成中で
す。
　回答があり次第、次回以降の地域協議会
でお示しいたします。
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